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裁 決 書

シ レ イ ２ ４ １一一 ２ １ ．７ ９

エ霽査請求人 ㎜

十 冖 　

上お代JI人っ弁護士 ㎜

上 記 審 査 請 求 人 （以 下 （ 請 求 人 Ｌ と い う 。） か ら 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 に 請 求 の あ っ

だ ㎜ 福 祉 事 務 所 長 （以 下 「処 分 庁 」 と い う･。）/の 生 活 保 護 法 （昭 和 ２ ５ 年 休 律 第1･｡4

4 号 。 以 下 「法 」 と い･う 。 ）第 ２ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 平 成 ２ ３ 年･8 月3 ヽ0 日 文 書 ’日 付

に よ る､平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ３ 日 付 け 生 活 保 護 開 始 申 請 却 下 処 分 （以 下- 「 本 件 処 分 」 と い う 。）
に 係 る 審 査 請 求 に つ い て 、 次 の と お り 裁 決 し ま す6　　　　　　 ト　　　　　 ア　　１

１　　　　　　　　　　　丶　　　　・　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　・　　　　　　●　　・

平 成･2  4^3 月くL 日　　　　 二

主

宮崎県知事　河野　俊

文

本件処分を取り消す。

理 由

１　審査請求の趣旨及びそ の理由　　　　　　　　　　　　　　　　　 ス　　　　　　　＝
本件審査請求の趣旨は、処分庁が請求人に対して行った本件処分について取消し､を求

めるもめであって、その理由μ 次のとおりであるi　　　　　　　　　 、.



（Ｉ） 生活 保護 にお い て は、「世 帯 を単 位 とし て そ の 要否 及び 程度 を定 める もの卜（法第
。丶　　　　　・　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　■
１ ０条 本文 ）と され てお り √こ の 場合 の 世帯 の認 定 につ い て は、「生活 保護 法による

保 護 の実施 要領 につ いて 」（昭 和 ３ ６年 ４ 月 １日厚 生省 発社 第 １２ ３号厚 生事務次官

通 知。 以下 「次官 通 知」 と いう。） の第 １ によ り 「同一 の 住 居 に居住し 、生 計を一 に

して いる 者は、原則 とし て 、同一 世帯 員とし て 認定 する こと。なお 、居住 を一にして

いな い場合 であって も 、同一 世帯 と」し て認定 す るこ とが適当 であ るときは 、同様とす

る 」 とし て いる 。従 っ て 、事 実認 定 にあ たっ ては 、「同一 の 住 居に居 住し」、か つ

「生 計を一 にし て いる」 か どうか 、ざ ら に次官 通知なお 書 の特別なヶ－ スとし て許容

される かどう か、と いう 点を 慎重 に検 討し な けれ ばならな い。　　 ・

に め 点に ついて、 請求 人は 、本 件処 分時 にお いて既 に請求 人の夫 と２年近く別 居し

てお､り4 全く 生計を 一 にし て いな い。し たが って 、 同一 世帯（?）要件 を欠い七いる こと

が明 ら かで ある 。　　　　　　 卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご
セは 、な お 書き以 下 の特別な ケ ースと いえ る か。 これ は、居 住者相 互の関係が重 要

■　　　・　　¶　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　＝　　　●　　Ｉ　Ｉな 目安 とな ると ころ 、上 述の とお り 、 請求人 は 、や むにや まれ ぬ理 由によ り別居 に至

り夫 の追 跡と暴 力を 恐れ て居所 を秘 匿しな が ら生 活してお り、婚 姻 関係 が破綻し て い

る こと が明らか であ る。 当然な が ら家 事 労働 の分 担もな く 、光 熱費や電話 代、食費等

囑　　　　　　　■　　・の必 要･最低 限の 生活 費も夫 とは別 に請求 人が 支払 い、これ らの 消費財を 購入し 消費し

てい る。介 護保 険料や 後 期高齢 者医 療保険料 等 も誚 求人 が 自ら支 払ってい る。夫は 、

代理 人 に対し て は、 請求 人に対 する不 信感 や罵 詈 雑言を並 べ立て ており、 請求人と の

二　信 頼関 係が 破綻し て い るこ とが 明 らか であ る が、/「感情 的 に 離婚 には応じ られな い」

と述 べてい る。‘　　　　　　　　 卜　　　　　　 ＼
こ れら に鑑 みれぱし 同居 も同一 生 計維 持もな い のにな お 同一 世帯と認定す べき特別

なケ ースと は到 底認 めら れず、 請求人 は夫 と別 世帯 の単 身 者とし て保護さ れな ければ

ならな い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヶ

（2 ）I婚 姻費用 分担 は、 離婚が 成立す る までは 当然 に夫 が配 偶 者に支 払わな け ればな らな

い、 いわば 法が強 制す る生活 費 の支 払いで ある （民 法（明治 ２ ９年法律第 ら９号） 第

７６ ０条）。し か も本 件は 、夫 が なか な か支 払お う とせ ず 、家 庭裁 判所の 審判 によっ
Ｆ　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　Ｉ　　　　　。

てよ うや く支 払い を開 始した もの であ る。 かか る夫 の生 活 費の¬一部負担をもって 、世

＼帯が同･一と判 断する こと は余 肭 こも安易 であ り 、許されな い。　 六 大　　　　　十

夫は 離婚 に応じ てお らず 、 離婚 に至 るま で には手 続を 経な けれ ばな らず、相当 の期

間が 予 想､さ れると ころ である 。 請求人 の生 活費 が、 法に 基づく 最 低生活 費を下回 って

いるこ とは 、処分庁 の 調査担 当者 も認 めて いる ところで ある。 生活 ができない 請求人

は、夫 の元 に戻るし かな いと いう のであ ろう か。　　 、　　　　 ‥‥‥　　 ‥　‥
ダ もし 、夫 が婚 姻 費用 を負 担し て いる こと を もって 、生活 保 護が却下さ れること がま

かり通 るな らば、 本件 も含め 夫のｐ Ｖ によ りや む にや･まれ ず家 を出て別 居しひっそ り
｜　　’　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　・ﾕと生活し てな る女 性が 、生晧 のた め にＤ Ｖ 加害 者の夫の もと に戻 らなけ ればならな く

な ってし ま う。Ｄ Ｖ被害 者 を保護 しな けれ ばな らない行 政が 、保 護する どころか 加害

に荷担す る こと にな ってし ま うので ある 。不 当性 はあま りに明 らかである。　　 一

(３) 本件処分は、そもそも請求人が夫と同一世帯であるとした事実認定自体が誤りであ
り、夫の扶養調査や資産調査は請求人の生活保護(7?要否判断で重視･Iされるべきでない。



卜本件処分が、「夫が生活保護を受ける意思がなく、扶養調査や資産調査等を拒否し
てお･り、必要な実態調査ができ」ず、「そのだめ、保護の要否判定ができず適切なI保
護の決定を行うごとが困難であるため」、却下する･、としている点は 布らに不当であ
る。離婚手続中の夫婦はたいがい婚姻関係が破綻しており。夫が別居した妻に悪感情
を持っていることが多い。あるいはＤＶの加害者である夫は、たいがい自らを反省す
ることなく、出て行った妻に戻ってきてほしいと切望し、いずれにしても√妻が生活
保護を受給することを許さない。そこで本件のように、行政の扶養調査や資産調査を
拒否することになる。そして仮に夫に扶養能力や資産が認められたとしで柘 最蒭陬
の婚姻費用さえ支払おうとしない夫が;=妻の最低生活費を満たすだけの生活費を支払､l　　　　　　’･　　　　　　　　　I･ I　　　　　　　　　　　　　　　　　　I・　　丶　　゚　　　　･･　　　　　　　　　　　　　　　■うことなど、およそ期待できないことは明らかである。　　　　　　 エ　 ‥
このような場合に、かかる夫の態度を根拠に別居した妻の生活保護が認められない

ことは極めて不当である。　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二

（４）処分庁の調査担当者も十分認識しているとおり、請求人の生活は困窮している。
上述のとおり、請求人が現在使える生活費は、月に８万Ｌ７００円であり、行政が
定めた最低生活費にすら全く足りないノしかも請求人は、㎜ を患
● を行って1,痛 ため声がぽとんど出ず、月１回の通院が必要である。その

を患っており√これらの治療費の自己負担分だけでも相
当な金額に上る。　'ﾐ　づ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、　 犬　　 二
実際にも、請求人はi 家賃２ ０，０ ０ ０ 円 、 光熱費約0  0 0 円、電話代約
6,  0  0 0 円、介護保険料２，５ ０ ０円、ご後期高齢者医療保険料４,厂２ ０ ０円、 医
療費岌ぴ交通費約ｉ Ｏ'、０ ０ ０円、カテーテ ルやガーゼ、精製水、消毒液等の医薬
品代約７，０ ００円を支払っており、これだけで約6  0, 0 0110 円がかかる。月の
食費や日用品購入代、移動のための交通費等を２ 0, 0  0 0 円余の中から、捻出し
なければならないが、到底足りない。
請求人は、生活保護を却下され、やむなくさらに年金担保借入れで生活費を補っ

たが、ただでさえ最低生活費に足りない年金額の減額が継続する結果となり、困窮
状態から抜け出せないままとなっている。･　　　　　　二　　。。　　　　　 ／
これでは到底、請求人が健康で文化的な人間らしい生活を送っているとは言い難

い。にもかかわらず、請求人の生活保護の申請は却下されてしまい、請求人は現在
も困窮の｡中にあり、離婚手続の継続にも困難が生じ始めている。　　 ／　　　 尚

２　処分庁の弁明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。･
処分庁 の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するよう求めるというものであって、そ

の理由は次のとおりである。　　　　 づ　　　　　　　　　 ∧
］（１）請求人は、平成､２１年 ９爿に夫と居住していた市営住宅（以下「元住居Ｌという。」
から請求人の長女宅の近くにあ｡る市内の賃貸住宅（以下 「前住居」という。｡）に転居
じたが、高額家賃であったため、平成2 3･ 年３月に現住所である市内の賃貸住宅∧（以
下「現住居」という。）に転居している。いずれの居住地も夫の住む元住居から比較
的近くにあり、特に現住居は、一般的に買物等の生活圏が重なるところである。

∧　 また、請求人ぺの聞き 取り調牽によると√請求人は、平成２１年9  ft 3 0 日･に家を
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Ｉ　　

Ｉ

出て、平成２２年２月から審判により婚姻費用分担金を口座振込にて受領しているが、･
平成２３年春には、夫と一緒に←異動する夫の主治医に挨拶に行き、別の日には、夫
宅の部屋のカーテンを購入するため、夫と一緒に買物に出かけている。同年･6月１５
日に は、夫の亡き母の命日で夫宅に行き、復縁の相談をしたり、夫から別居地を聞か
れ電話番号を教えでいる。その後、請求人は、離婚調停の手続を取ってはいる力黯 請
求人の夫への聞き取り調査では、夫は、この時以降当然復縁での話を進めようと考え
ており離婚に応じる気持ちはなく、生活保護を受ける意思もないことから、扶養調査
や資産調査等は拒否している。卜　　　　　　　　　　　　　　 ご
・長期間別居している夫婦であれば、妻と夫を別世帯として生活保護を適用する場合
があるが、前述のとおり請求人は√家を出てか､ち２年間の間に、夫に会ったり、夫と
の復縁話の中で夫に転居先の電話番号を教えるなど交流が保たれている。このような
状況では、婚姻関係が破綻しているとは認められず、夫と同一世帯に属していると認
定できる。よ　　犬　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　　 ‥‥　‥‥‥

(２) そもそも請求人が真lとＤＶ被害者であるならば、夫に請求人宅の電話番号を教えた
り、‘夫宅に度々行くことは理解し難く、わざわざ、夫の居所近くに住まなくても、請
求人の出身地である北海道に住む姉や妹を頼って県外転出もできたはずである。また、
請求人は、夫のＤＶの相談で宮崎県の女性相談所に行っているが√ＤＶの専門機関で
ある同相談所においても一時保護不可と判断されていることから、ＤＶ被害が差し迫

った状況にあるとは認めがたい。　　　　　　　　 づ　　　　　　　　　　　　　 ／

（３）前述のとおり、請求人の状況から、請求人が夫と同一世帯と認定したものであり、
世帯員である夫に対する扶養調査や資産等の調査を法第２８条第１項の規定により実
施したところであるが、夫からその調査を拒杏されたため､保護の要害判定ができず、
適切な保護の決定を1行うことが困難なので卜 同条第４項及び「生活保護の洫lE実施に
ついて」（昭和５６年１ｔ月１７日社保第１２３号厚生省社会局保護課長・監査指導
課長通知。以下「1 2 3.号通知」という。）に基づき本件処分を行づたものである。
j･この理由付けが不合理であるとは認められない。　　　卜

（`４）厚生労働省が定める請求人の最低生活費は、生活扶助が7  2,3 ７０円、住宅扶助
が２ ３，０００円で合計9  5,3  7  0 円となるが 、比較して全く足りないという金額
ではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　　　 ‥‥ ‥ｉ
ところで、請求人は、平成2 二2年９月に年金担保貸付利用により１ ６ ０，０ ０ ０円

の補聴器を購入したため、年金額が月額換算で１万円減額さ･れている。　 ヅレ

３　 請､求 人 の 反 論　　　　　　　　　　 レ

処 分 庁 の弁 明 に 対 す る 請 求 人 の 反 論 の 趣 旨 は 、 処 分庁 の 弁 明 は 本 件 処 分 を正 当 化 す る

理 由 と な っ て い な い 、 と い う も ので あ り 、 そ の 理 由 はそ れ ぞ れ 次 の と お り で あ る 。　 卜

（ １） 処 分 庁 は √ 請 求 人 が 現 在 、「夫 の 追 跡 と さ ら な る 暴力 を 恐 れ 、 原 居 所 を 秘 匿 し て い

………る 」 と の 主 張 を 否 認 し 、 婚 姻 関 係 が 破 綻 し て い た 、 と の 請求 人 の主 張 を 争 っ て いる 。

个 そ し て 、 否 認 す る 理 由 は 、　　　　 ＼　　
ａ　　　　　　　　　　　　

・　-　　　-･-　　　　　　
■　Ｉ　－



① ２ 度 転 居 し た 請 求 人 の 居 住 地 が 、 い ず れ も夫 の住 所 か ら 比 較 的 近 く に あ る こ と。づ

匐 特 に 現 住 地 は 、 一 般 的 に 買 い 物 等 め 生 活 圏 が 重 な る こ と 。

③ 現 住 所 に 住 む よ う に な っ て か ら 、 請 求 人 が 夫 に 、 請求 人 の 電 話 番 号 を 教 え た り、

度 々 夫 宅 に 戻 っ た り し て い て 交 流 が あ る こ と 。　　　 。、　　　　　　　　 卜
iと い う もの で あ る 。　　　　　　 ご

し か し 、 ① に つ い て は 、 距 離 は 相 対 的 な も の で し か な く 、 同 じ 町 内 、 自 治 会 内 で も

な く 、｡近 い と は い え な い 。 ま た 、 請 求 人 は 、 通 院 の 便 宜 や 娘 の 子 ど も の 面 倒 を み る 便

宜 を 考 え て 最 初 の 転 居 先 を 選 び √ そ の 後 家 賃 の 安 い と こ ろ を 探 し 、 通 院 の 便 宜 を 考 え

て 現 居 住 地 を 選 ん で い る 。 親 族 や 通 院 の 便 宜 を 考 え た 際 に 、 ㎜ 市 外 に 出 る な ど の 遠

方 を 選 択 肢 に 入 れ る こ と は で き な か っ た の で あ る 。　　　　　 卜　　　　　 卜

② に つ い て ‾は 、 夫 の 住 所 で は √ 食 料 品 や 日 曜 品 を 購 入 す る ス ー パ ー は ㎜ か

㎜ 吩 あ っ た が 、 請 求 人 の 居 住 地 懲 は ㎜ で あ り 、 生 活 圏 が 重 な る と は 言

え な い 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜 ／

③ に つ い て は 、 ま ず 請 求 人 は 夫 に 請 求 人 の 電 話 番 号 を 長 ら く 隠 し て い た 。 し か し 平

成 ２ ３年 ６ 月 に 入 りﾉ、 福 祉 事 務 所 で の 生 活 保 護 申 請 も受 理 さ れ ず 、 郵 便 局 で の保 険 金

担 保 貸 付 も 受 け ら れ ず 、 夫 は 離婚 に 応 じ ず 「戻 っ て き て ほし い 」 の 一 点 張 り で 、 生 活

に 困 っ て い た と こ ろ 、 同 年 ６ 月1/5 日、 夫 の 弟 が 間 に大 っ て 離 婚 の 協 議 を 行 い 、 弟 が
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　　　丶　　　一

夫 に 離 婚 を 勧 め 、夫 が これ に 応 じ る か の よ う1な こ と を言 っ た 。弟 が 帰 っ･た 後 、夫 が 「悪

い こ と に は 使 わ な い 、 電 話 番 号 を 教 え て ぐ れ ん か 。」 と 懇 願 す る の で 、 離 婚 の 手 続 が

進 む か もし れ な い と の 期 待 も あ り 、 電 話 番 号 を 教 え た と い う も の で あ る 。 そ の 後 夫 が
、　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　●聞 い た 電 話 番 号 を 使 って し つ こく 電 話 を か け て く る と は そ の 時 点 で は 思 って も み な か

っ た 。 ま た 電 話 番 号 は 教 え た が 、 居 住 地 は 一 切 教 え て いな い 。　　L　　　　　　 ・　　　
●I

●　　　　　　　　　　　　　　　　
・　　　　・

ま た 「夫 宅 に戻 っ て い る」 と い う の は 、 家 庭 裁 判 所 に て 婚 姻 費 用 分 担 の 審 判 が 出 た

に も か か わ ら ず 当 初 夫 の 支 払 い が 遅 れ た め で 生 活 の た め や む な く 夫 宅 ま で 取 り に 疔 っ

た こ と や 、生 活 費 が ど う し で も 足 り ず 借 り る た め の 申込 み に 行 つヽ た こと （断 ら れ た ）、

夫 宅 に 置 い て 来 た 衣 類 等 生活 必 需 品 を ど う し て も 取 り に 行 か ね ば な ら な か っ た 数 回 を

揩 す も の で あ る 。 誚 求 人 は 、 物 を 取 り に 行 く と き ぐ ら い 、 で き れ ば夫 の い な い 間 に 瑜

り に 行 き た か っ た が √婚 姻 費 用 分 担 調 停 の 際 家 庭 裁 判 所 で 調 停 員 か ら 、 留 守 中 に 勝 手･

に 行 っ て は だ め で 何 か 取 り に 行 く と き に は 夫 に 連 絡 し て 夫 が い る と き に 取 り に行 く よ

う に 、jと 指 示 さ れ た の で あ る 。 取 り に 行 っ た も の は 、 衣 類 の 他 、　　　　 を し て い 名､と 指 示 さ れ た の で あ る 。 取 り に 行 っ た も の はヽ 衣 類 の 但 ヽ
㎜

請 求 人 の 痰 が 固 ま ら な い よ う に す る た め の 加 湿 器 の 台や 、 胃 を 悪 く し て い る ので 食 物

を 食 べ や す い よ う に 砕 く た め の 小 さな ミ キ サ ー な ど で あ り 、 い ず れ も ど う し て も請 求

人 の 生 活 に 必 要 な も の で あ り 、 夫 宅 か ら 持 ち 出 し て 請 求 人宅 に 移 動 さ せ た √ と い う も

の で あ る √　　　　 ダ　　　　 ∵ ／　ｊ　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽

こ れ ら め 事 情 を も っ で √ 請 求 人 と夫 に 「交 流 」二が あ る‘の･で 。 婚 姻 関 係 は 破 綻 し て い

な い 、 と評 価 す る の は 明 ら か に 誤 っ て い る 。 婚 姻 関 係 が 破 綻 し た 夫 婦 で も 、｡何 か の 連

絡 の た め に 連 絡 先 を 教 え る こ と は よ く あ る こ と で ぃ また √ 出て 行 っ た 家 に 荷 物 を 取 り

に 戻 る こと も よ く あ る こ とで あ る 。　　　 ‥　　　　　　　　　　　　　 ＼

こ の 点 にう い 七 処 分 庁 は 、 平 成 ２ｊ 年･7 月 １ ４’日 に夫 か ら 頻 繁 に電 話 が か か る よ う

に な り 困っ て い る 、 と の 請 求 人 の 訴 え を 聞 い て 、 女 性 柤 談 所 を 案 内し て い る 。 ま た 、

請 求 人 が 夫 に 現 居 所 を 秘 匿 し て い る こ と は 、 夫 へ の 聞き 取 り 調 査 な ど で もよ く 分 か っ

て い る は ず で あ る 。 ’ に も か か わ ら ず こ れ を 秘 し 、 専 ら 形 式 的 に 、 上 述 の 電 話 連 絡 や 夫



宅への行き来があることのみをとらえて、婚姻関悵が破綻していると認められず現居、

ご所を秘匿しているとは認められない、などと判断しており、不当である。

（ ２ ） 処 分庁 は 、 平 成 ２ １年 ９月 ３ ０ 日 に 家 を 出 、 平 成 ２ ２年 ２ 月 か ら 審 判 に よ り 婚 姻 費ﾉ

用 分 担 金 を 口 座 振 込 に て 受 領 し て い る と し な が ら 、以 下 の 事 情 が あ る と､し て 、「完 全

に 夫 婦 関 係 が 破 綻 し て い る 状 況 に は な いl」 と す る 。

① 平 成 ２ ３ 年 春 、 夫 と 一 緒 に、 異 動 す る 夫 の 主 治 医 に 挨 拶 に 行 っ た　　　　　 卜

② 夫 宅 の 部 屋 のカ ー テ ン を 購 入 す る た め 一 緒 に 買 い 物 に行 っ た

卜　 ③ 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ ５ 日 に夫 の 亡 母 の 命 日 で 夫 宅 に行 き 、 復 縁 の 相 談 を し たり 夫 か

ら別 居 地 を 聞 か れ て 電 話 番 号 を 教 え て い る

こ れ らの 点 のう ち 、 ① に つ い て は､ 卜請 求 人 が 信 頼 して い た 先 生 で 、 夫 婦 で 世 話 に な

っ で い た こ と か ら 、 夫 が 挨 拶 に行 く と い う卜の で 一 緒 に行 った と い う も の で あ る。’

② に つ い て はi 衣 類 か 何 か を 夫 宅 へ 取 り に 行 っ た 際、 夫 が カ ー テ ン を 購 大 す る のに

二 数 万 円 か か る と い う｡話 を し た の で 、 も っ と安 く で 購 入 で き る こと 、･余 っ たお 金 を 少 し

で も 請 求 人 の 生 活 費 に 回 し て も ら い た い と い う 気 持 ちが あ っ て 、 買 い 方 が 分 か らな い

と い う 夫 に つ い て い っ た と い う も の で あ るi，　　　　　　　　　　　　　　　　　 十
●　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　●･。　　　　　　、　　　　　　　ｌ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　｜

③ に つ い て は 、「復 縁 の 相 談 」 と い う の は 夫 側 の 立 場 に 立 っ た 見 方 で あ り、 請 求 人

。は 「離 婚 の 相 談 」 に 行 っ た の で あ る。 前述 の とお り 、夫 の 弟 が 間 に 大 っ て 、 請 求 人 ら

夫 婦 の 離 婚 の 協 議 を 行 い､ ’一 旦 は 夫 が 離 婚 に 応 じ る 言動 を 見 せ た の で あ る 。 請 求 人が

’電 話 番 号 を 夫 に 伝 え た 経 緯 と 理 由 は 前 述 の と お り で ある 。　　　　　　　　　　　　 ／

重 要 な こ と は 、 こ れ ら が 、 代 理 人 へ の 離 婚 手 続 依 頼 の 前 で あ る と い う 事 実 で あ る。

請 求 人 は、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 の 別 居 後 も 、 こ と あ る ご と に 夫 か ら 「戻 っ て き て ほし い」
、　　。　　　　　　　　　　　　－　¶

と言 わ れ 続 け た こ と か ら 、 決 意 して 家 を 出 た も の の 、 正 式 に 離 婚 手 続 に 踏 み 切 る こ と

が で き な い で いIた。厂 ヽ ノ

し か し な が ら 、 平 成 ２ ３年 ７ 月 １４ 日 に は 、 夫 か ら の 執 拗 な 電 話 で 困 っ て 処 分庁 や
丶　　　　　　　　　　　　　　■　　　　■

女 性 相 談 所 に も 相 談 に 行 き 、 ８ 月 に は 代 理 人 に 相 談 し て 正 式 に 離 婚 手 続 を と る こ と を

決 意 し 、J依 縦 し て い る の で あ る。 そ の 後 請 求 人 は 、 夫 と 匸 切 連 絡 を と っ て お らず 、 状

｜　・　　Ｉ　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　。 ¶
況 は 大 き く 変 わ っ て い る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∧

上 記 ① か ら ③ ま で の 事 情 が あっ た と し て も 、 夫 婦 関係 の 破 綻 状 況 は十 分 認 め ら れ る

と 考 え る が 、 仮 に 百 歩 譲 っ て ① か ら③ ま で の 事 情 に よ りそ の 時 点 で は ま だ 破 綻 と は 認

め ら れ な か っ た と し て も 、 そ の 後 夫 か ら 執 拗 な 電 話 がか か り､｡ 代 理 人 に 離 婚 手 続 を 正

●　　　　　
．　　　Ｉ　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

規 に 依 頼 す る な ど の 状 況 の変 化 が あ る の で あ る か ら 、 も は や 請求 人 と 夫 と を 同 一 世 帯

と み る こ と は 無 理 で あ り 、｡破 綻状 況 は 明 ら か と い う べき で あ る 。　 二　　 卜　　 ＼

に も か か わ らず 、 こ れ を 無 理 矢 理 「同 一 世 帯 」 だ と認 定 し 、 夫 が 調 査 拒 否 を し て い
ー　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　Ｉ　　　　■ ・
る か ら 請 求 人 の 生 活 保 護 申 請 を 却 下 す る と い う の は 、誠 に 筋 が 通 らな い 話 で あ るＪ

り ）請求人が別居前に夫から暴力を受けた事実はあり、U）･Ｖ被害者の程度の問題である。
保護命令が出るような被害者セなければＤＶ被害者でないと考える処分庁の弁明は、
行政に携わる者として極めて了見が狭く不当である。　　　　　　　　　　　　 上
本件においては、請求人について、保護命令が発令されるような差し迫った危険の

高､いＤＶ被害者といっているわけではな､い。ﾌしかしながら、程度の差はあれ夫から暴
力を受け、これ以上夫と→緒に生活すること ができないとして決意の上家を出る女性



は多い。ＤＶ被害者であれば皆「県外転出」するはずだ、と言わんばかりの弁明は、
高齢の単身の女性が置かれた立場を全く分かっていないと言わざるを得ない。卜　　づ
また、処分庁は、女性柤談所が一時保護不可と判断していることをもってt）Ｖが差

し迫った状況にあるとは認めがたいとしている。女性相談所の一時保護は極めて緊急
性の高い事案にしか適用されないものであるからj その意味でそれほどの差し迫づた
危険があるとはいえないことは間違いないが、逆に、それほどの差し迫った危険がな
い限り、何が何でも「同一世帯」を貫くことの不合理を省みるべきである。

（４ ） 処 分 庁 が 挙 げ る 法 第 １ ０ 条 は 、 生 活 保 護 の 実 施 を 世帯 を 単 位 と し て 行 う と の 原 則 が

定 め ら れ た も の で あ る が √ た だ し 書 に お い て √ こ れ によ り が た い とき に 個 人 を 単 位 と

し て 保 護 の 要 否 及 び 程 度 を 定 め る こ と が で き る と し て い る ． し た が っ て 、 同 条 項 を 、

本 件 処 分 を 正 当 化 す る 理 由 と す べき で な い ．　　　　　　　　 ＝　　　　　　　　
匸．

ま た 、 同 法 第 ２ ８ 条 は 、 保 護 の 決 定 又 は 実 施 の た め に 必 要 が あ る と き に √ 要 保 護 者

の 資 産 状 況 や 健 康 状 態 そ の 他 の 事 項 を 調 査 等 す る こ と が で き る 旨 定 め る も の で あ る ．

本 件 に お いて 夫 へ の 調 査 が で き な い か ら と い っ て 、 同 条 項 を √ 本 件 処 分 を 正 当 化 す る

理 由 と す べ き で は な い ．　　　　　　　 二　　　　 ＼　　　　　　　 二

さ ら に １ ２ ３号 通 知 は 、 暴 力 団 関 係 者 等 に よ る 生 活 保 護 の不 正 受 給 事 件 が 発 生 し て

、い る こ と を 受 け 、 か か る 不 正 受 給 防 止 を 図 り √ 一 方 で 、 真 に 生 活 に 困 窮 す る 者 に対 し

て 必 要 な 保 護 を 確 保す る た め に 、 留 意 す べ き 点 を 通 知 す る も の で あ る ． 本 件 にお い て

j請 求 人 は 、「真 に 生 活 に 困 窮 す る 者 」･･で あ る か ら 、 処 分 庁 は 「必 要 な 保 護 を 確 保 」 し

な け れ ば な ら な い の で あしり 、 １ ２ ３号 通 知 を 、 本 件 処 分 を 正 当 化 す る 理 由 と す べ き で

な･い ．　　　　　　　　 し　　 卜　　　　　　　　 ．･．・・．　 ．・　　　　　　　　　　　　 ．･　　･．

（５）夫が資産等の調査を拒否した場合でも、他の方法によって調査できるはずである。
‥ 真に保護が必要な者に保護を確保するためにも処分庁は努力しなければならない。に
もかかわらず漫然と夫の調査拒否の態度を受け入れる処分庁の弁明は√生活保護申請
を却下するための言い訳に過ぎず; 到底受け入れられるものではない。

（６）そもそも請求人は√家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立てを行い、夫は資産
や収入調査を受け、審判を受けて､ 月々の婚姻費用を請求人に支払っているのである。
その夫から支払われる婚姻費用をもってしても、最低生活費に明らかに足りないので
あるから、「夫の資産等の調査ができないから生活保護決定がでぎない」∧というのは
不合理というくはかない。　・　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　 １

（７）処分庁は、請求人の生活費が月約８:Ｌ，７００円で、最低生活費は9  5, 37 ０円
であるとして、（全く息りな､いという金鎖ではな`い）と述べるが、暴論である。まず
もっ､て、これだけでも14,  0  0 Q 円近く足りない上、請求人が支出の中で相対的に
医療費が多く占めている事実を無視している。医療費を除けば、請求人が使える生活
費はさらに少ない金額となっているのである。これでは、請求人は、到底憲法が定め
る最低限度の生活を営んでいるとは到底言えない。　　　 。．　　 Ｊ　　　匸　〉

／　 また、処分庁の弁明は、あたかも請求一人が補聴器を購入したから年金の手取りが少
なくなったと言わんばかりであるが√皿 を患い耳を悪くしている請求大にとっ



Ｉ
ノ
丶　

１

－

Ｉ

Ｉ　

Ｉ

ｔ 、補聴器は人間として当たり前の生活を送る上で必要不可欠の装置であって、』弯入
したことについて何ら責められるべきではない。

4 二 審 査 庁 の 判 断　　　　　　 ノ　　　　　　　 ・　　　 卜

（ｉ ） 認 定 事 実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∧　　　　　 ＼　　　　　 △

調 査 し た と こ ろ 、 次 の 事 実 が 認 め ら れ る 。∧　　　　　　　　　　　　　　　 ／
●　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －ｒ　　　　　　　　。　　　　　　　　　●ア　 請 求 人 は 、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ３ ０ 日 に 元 住 居 か ら 前 住 居 に 転 居 し 、 夫 と の 別 居 を 開

始 し た こ と 。　　　 ＼　　　　　　　 ト

イ　 請 求 人 は 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 に。 宮 崎 家 庭 裁 判 所 に 婚 姻 費 用 分 担 に 関 す る

、 調 停 を 申 し 立 て た がi 同 調 停 は 、 平 成2 1, 年 １ ２ 月 ４ 日 、 合 意 が 成 立 す る 見 込 が な

い と し て 不 成 立 と な っ た こ と 。　　　　　　　　　　　　　　 十　　　　　　　　 ・

ヘ ウ　 夫 は 、 請 求 人 に 対 し 、 平 成‘２ １ 年 Ｆ Ｏ 月 ３ ０ 日 に ８ 4,  2  00 円 を 、 同 年 １ ２ 月

白　　 １ ５ 日 に9  4,  2  5  0 円 を 、 平 成 ２ ２ 年 ２ 月 １ ６ 日 に3  0,  0  0  0 円 を そ れ ぞ れ 支

払 っ て い る こ と 。　 ∇　　　 ト　　 ト ・　　　　　　　　　　　　　　　　　
づ

工　 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ］2日 の 宮 崎 家 庭 裁 判 所 に よ る 審 判 （ 以 下 卜「本 件 審 判 」 と い1う 。）

∧　 を 受 け 、 夫 は 、 請 求 人 に 対 し 、 平 成 ２ １ 年 :LO 月 分 か ら 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 分 ま で の 婚

姻 費 用 分 担 金 か ら 上 記 ウ の 既 払 金 を 控 除 し た 額 １ ０ ’９ 、 ５ ５ ０ 円 を 、､二平 成 ２ ２ 年 ４

月 か ら 偶 数 月 ご と に ２ か 月 あ た り １ ０ ６ ， ０ ０ ０ 円（亅 か 月 あ た り5  3  , 0  0  0 円 ）

レ を そ れ ぞ れ 支 払 っ て い る こ と 。　　　　　　　　　　　 ∧

才 卜 請 求 人 は 、 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ 日 に 前 住 居 か ら 現 住 居 に 転 居 し て い る こ と 。 十
ｓ　　　　　　　　　　・　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

カ　 請 求 人 は 、 平 成 ２ ３ 年 春 、 夫 と と も に 異 動 す る 夫 の 主 治 医 へ の 挨 拶 に 行 っ て い る

。こ と 。 ま た 、 別 の 日 に は 、 夫 宅 の 部 屋 の カ ー テ ン 購 入 の た め 、 夫 と 一 緒t こ買 い 物 に

行 っ て い る こ と 。　　 プ　　　　 ノ　　　　　　 ご

キ ・ 請 求 人 は い 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ ５ 日 に 、 夫 宅 に て 夫 と 復 縁 又 は 離 婚 の い ず れ か に つ

い て の 協 議 を し て い る こ と 。 ま た 、 こ の 時 に 請 求 人 は 夫 に 電 話 番 号 を 教 え て い る こy

△　 と 。　 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 づ

∧ク　 請 求 人 は √平 成23 年 ７ 月14 ＼日 に 、処 分 庁 を 訪 問 し 、夫 に 電 話 番 号 を 教 え た 後 、

夫 か ら 頻 繁 に 電 話 が か か っ て く る よ う に な り 困 っ て い る 旨 を 相 談 し て い る ご と 。 こ

し れ に 対 し 、 処 分 庁 は 請 求 人 に 女 性 相 談 所 を 案 内 し て い る こ と 。

ケ　 請 求 人 は 、 平 成2.3 年 ８ 月 ３ 日 に 、 処 分 庁 に 生 活 保 護 開 始 申 請 を し て い る ご と 。

ま た 、 そ の 際 、 女 性 相 談 所 の 一 時 保 護 は 不 可 で あ っ た 旨 を 報 告 し て い る こ と 。

コ 』 青求 人 は 、 平 成23｡ 年 ８ 月 ８ 日卜に 、 代 理 人 と の 間 で 夫 の 離 婚 に 係 る 示 談 ・ 交 渉 、

調 停 に つ い て の 委 任 契 約 を 締 結 し て い る こ と 。　　　　　　　　　　 √　　 ト

サ　 処 分 庁 は 、 平 成 ２ ３ 年 ８ 月丁5 日 に レ 請 求 人 か ら 上 白 二lの 事 実 を 聞 い た 辷 と 。･

シ｡｡ 代 理 人 は 、 平 成 ２ ３ 年 砂月 １ ９ 日 付 け の 文 書 に よ り卜 夫 に 対 し 、 請 求 人 か ら 離 婚
■　　　　　　■　　　　　　　ｓ　　　　　　　　　　　 ■　　　　■
＼　 に 係 る 話 し 合 い 及 び 手 続 の 一 切 を 受 任 し た 旨 を 連 絡 し て い る ご と 。卜　　　　　 ∧

ス ニ 請 求 人 は 、 前 住 居 及 び 現 住 居 の 入 居 中 に 係 る 家 賃 並 び に 前 住 居 で 使 用 し た ガ ス 、

水 道 及 び 固 定 電 話 の 料 金 並 び に 現 住 居 で 使 用 し た 電 気 、 ガ スi 水 道 及 び 固 定 電 話 の/

料 金 を す べ で 支 払 ７ て い る こ と 。 犬　 ∇　　　　 十　　　　 ＞ダ
セ　 処 分 庁 は､ し請 求 人 に 対 し 、､平 成J2 3 年｡8 涓 ３ 日 付 け で 本 件 処 分 を 行 い 、 平‘成 ２ ３

年 ８月 ３ ０ 日 文 書 日 付 に よ 蒡 決 定 通 知 書 で こ れ を 通 知 し て い る ご と 。 本 件 処 分 に 係



'る 決 定 通 知 書 の 決 定 理 由 に は 次 の とお り 記 載 さ れ て い る こ と 。

｢調 査 の 結 果 、 現 在 夫 婦 は 別 居 中 で 、 保 護 申 請 後 に 主 が 弁 護 士 を 通 じ 離 婚 手 続 き

を 進 め て い る も の の 、 婚 姻 扶 養 分 担 金 の 授 受 が な さ れ て い る な ど 、 婚 姻 関 係 が 継 続

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．Ｉ　　　　　　　　ｌ　　･･さ れ て い る 状 態 で あ る 。 し た が っ て 主｡は 夫 と の伺 一 世帯 に 属 し て い る と 判 断 さ れ る

た め 、 法 第 １ ０ 条 を 適 用 す る 。　　　　　　　 へ　　　　 ／

し かも 、夫 に は 生 活 保 護 を 受 け る 意 思 が 無 く 、 扶 養 調査 や資 産 調 査 等 を 拒 否し て

お り 、 必 要な 実 態 調 査 が で き な い 。 そ の た め 、 保 護 の 要 否 判 定 が で き ず 適 切 な 保 護

､の 決 定 を 行 う こ と が 困 難 で あ る た め 、 法 第 ２ ８ 条 に よ り 生 活 保 護 を 却 下 す る､( 昭 和

5  6^1  1 月 １ ７ 日 社 保 第 １ ２ ３ 号 厚 生 労 働 省 通 知 、 生 活 保 護 法 第 ２ ８ 条)｣

（ ２ ） 審 査 請 求 の 理 由 （ １ ） 及 び （ ２ ）ﾚ並 び に反 論 め 理 由･(1) 及 び （2 ）｡に つ い て

卜法 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り｡、「保 護 は 、 世 帯 を 単 位 と し て そ の 要 否 及 び 程 度 を 定 め る
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丶　　　　　Ｉ　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¶　　・も の 」 と さ れ て い る 。 各 個 人 の 経 済 的 な 生 活 は 通 常 世 帯 を 単 位 と し て 営 ま れ て お り 、

保 護 を 必 要 と す る 生 活 困 窮 と い う 事 態 は 、 宍世 帯 全 体 を 観 察 し て は じ め て 把 握 さ れ る 現

象 で あ る と い う 社 会 通 念 に 基 づ き 、 こ の よ う な 世 帯 単 位 の 原 則 が 定 め ら れ て い る も の

で あ る が 、 ご こ で い う 「世 帯 」 と は 、 主 に 生 計 の 同 一 性 に 着 目 し て 、 社 会 生 活 上 、 現

に 家 計 を 共 同 に し て 消 費 生 活 を 営 ん で い る と 認 め ら れ る ひ と フ の 単 位 を さ す と 解 さ れ

て い る 。　　　　　　　　　 ‥　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　 万

っ 法 に お け る 世 帯 の 認 定 に あ た う て は､ ＼次 官 通 知 第 １ に よ り 、「同 一 の 住 居 に 居 住 し 、

生 計 を 一 に し て い る 者 は √ 原 則 と し て 、一同 一 世 帯 員 と し て 認 定 す る こ と 」 と さ れ て い

る 。 こ れ は 、 生 計 を 一 に し て い る か 否 か の 認 定 が 主 と し て 事 実 認 定 め 問 題 で あ る と こ

ろ か ら 、 比 較 的 事 実 認 定 が 容 易 な 同 一 居 住 と い う 自 安 を あ わ せ て 用 い る こ と と し た も

イの で あ り 、 こ の よ う な 目 安 と し で は 、 他 に 重 要 な も の と し て 居 住 者 相 互 の 関 係 （親 族

関 係 の 有 無 、 濃 密 性 等 ） が 挙 げ ら れ て い る 。

そ し て 、 夫 婦 で あ る 場 合 の 世 帯 認 定 の 取 扱 い に つ い て は 、「生 活 保 護 問 答 集 に つ い

て 」（平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 付 け 厚 生 労 働 省 社 会 ｉ 援 寢 局 保 護 課 長 事 務 連 絡 丿 以 下 「問

答 集 」 と い う 。） 問 １ － ｌ の 答 に よ り 、「法 に お け る 世 帯 の 認 定 に あ た っ て 、 夫 婦 は

原 則 と し て 同 一 世 帯 に 属 し て い る と 判 断 さ れ る が 、 夫 婦 で あ っ て も （中 略 ） 夫 婦 関 係

の 解 体 が 明 白 で あ る 場 合 に は 、 世 帯 を 異 に し て い る と 判 断 す べ き も の と 考 え ら れ る 」１

と ざ れ て い る 。:　’　　　　　　　　　　　　 ダ　 し　　　 ／　　　　　　　　　　　 犬
ま た 、ご裁 判 例 に よ れ ば 、 夫 婦 が 協 議 離 婚 し た 場 合 で゙ も 、 事 実 上 、 離 婚 前 と 同 様 の 状

態 に お い て 前 妻 と 同 一 住 居 に 居 住 し 生 計 を 共 に し て い た も の と 認 め ら れ る 場 合 は 、 離

婚 後 も な お 、 同 一 世 帯 を 構 成 し て い た も の と さ れ る （昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日 東 京 地 裁

判 決 ）卜一 方 、 法 律 上 の 夫 姆 で あ づ て も 、 既 に 生 計 及 び 居 住 の 同 一 性 をlい ず れ も 失 っ て

い る 場 合 は 、 世 帯 が 同 一 で あ る と い う こ と は で き な い と さ れ て い る （昭 和 ４ ７ 年 １ ２
・　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　 べ月 ２ ５ 日､東 京 地 裁 判 決 ）。 先 に 述 べ た と お り 、 法 に よ る 生 活 保 護 制 度 上 の 「世 帯 」 は 、

居 住 を 一 に し 、 生 計 を 一 に し て い る と い う 生 活 の 実 態 に 着 目 し て い る ご と か ら 、 法 律

上 の 夫 婦 関 係 に あ る か ど う か と 世 帯 が 伺 一 で あ る か ど う か は 必 ず し も 一 致 す る も の で

は な く 、 実 態 と し て の 夫 婦 関 係 に 着 目こし て 世 帯 の 伺 一 性 を 判 断 す る こ と と な る 。

な お 、 次 官 通 知 第1 砥 お 甞 に よ り 、「居 住 を 一 に し て い 赴 い が 、 同 一 世I帯 と し て 認

定 す る こ と が 適 当 で あ る と き は 、 同 様 （同 一 世 帯 ） と す る こ と 。」 と さ れ 七 い る 。 こ

れ は レ 同 一 居 住 は 同 一 生 計 の 判 定 の 上 で 重 要 で は あ る が 、ﾚひ と つ め 目 妛 で あ る に す ぎ



ないから、同一の住居に居住していなくでも、･それが一時的なものであって一定の時
期が到来すれば、再び他の世帯員の居住する韭居に帰来して生活するごとが予定され
ているような場合は、居住を異にしても同一の生計を営んでいるものであり、社会生

丶　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　ａ　　　　　・活王同一世帯と認定することが適当と判断されるかちであるが、具体的には、「生活
保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月！日社発第２ ４･６号厚生省
社会局長通知。以下 「局長通知」という。）第１－１の（１）から（７）まで列挙さ
れているところである。これらは限定列挙と考えられるから、これらに該当する場合
に限り二次官通知第１なお書により同一世帯であると認定され、該当しない場合は√
別世帯と判断されることになる冫　　 ＼　　ト　　　　　　 レ　　　　　 ／＼　　　レ
これを本件処分についてみると、前記（１）の認定事実ア、オ及びスのとおり、請

求人は平成､21 年９月から夫との別居を開始し、約１年１ ！か月の間、夫と居住を別
にして生活していたことが認められるj　　 く　　　　　　　　　　　 レ　　　　　ニ
したがって、同I一の住居に居住していない請求人と夫が同大･世帯に属しているかど

うかは、局長通知第Ｌ－１の（１）から（７）しまで列挙される「居住を一にしでい｡な
●　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　■いが、同一世帯に属していると判断すべき場合」に該当するかどうかということにな
・る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　八

ところで、局長通知第１－１の（１）から（７）ま･でに列挙されているのは、次の

①から⑦までである。　　　　　　　　　　 ／　　 ト　　　 ト イ　　　 ‥　上
①出かせぎしている場合
②子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合　　　 １　　　　　　　　 ＼
③夫婦間又は親の末成熟の子に対する関係にある者が就労のため他の土地に寄宿し
ている場合　　 ≒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜
④行商又は勤務等の関係上、子を知大等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
⑤病気治療のため病院等に入院又は入所（中略）している場合ご
⑥職業能力開発校、国立光明寮等に入所している場合　　　　 ＝　　　　　　≒
⑦その他①から⑥までのいずれかと同楡の状態にある場合　　　　 ＼
上記①から⑦ま懲のうこち、請求人及び夫が①から⑥までに該当しないことは明らか

・　　　　　　　　　ｌ　　　　　　■･　　　　　　　　　　　　　　・　　■
であるから、検討すべきは残る⑦に該当するかどうかについてであるが、請求人と夫
/が「そ の他①から⑥までのいずれかと同様の状態にある場合」というためには、それ
が「やむを得ない事由により同一の住居に居住していないが√それが一時的なもので
あって、/一定の時期が到来す れば、再び他の世帯員の居住する住居に帰来して生活す
ることが予定されている」状態と同視しうるものでなければならないのであって、こ
れを別居中の夫婦に当てはめてみれば√少なくとも夫婦の一方か、いずれ相手方の元
に帰来することがある程度期待されるものでなければならないと言える。
＼ これを本件処分についてみると、前述のとおり、請求人は約１年１１か月の間夫と
の別=居を継続しており、前記（１）の認定事実コのとおり、代理人との間で夫の離婚

■　　　　　　　・　　　　　　　　¶に係る示談・交渉、調停についての委任契約を締結し、前記（１）の認定事実サ及ぴ
シのとおり、当該事実を処分庁及び夫に伝えていることが認められる。
請求人の離婿の意思があることのみをもって直ちに「他の世帯員の居住する住居に

帰来して生活することが予定されない」と判断することには慎重でなければならない
が、離婚の意思表示が2 く年弱の別居 期間を経でのものであり、聿たい 離婚に向けての
手続を行って当該意思膏明確なものに､しているという事実をふまえれば、請求人が夫



の元に帰来するごとはもはや期待できないと判断するのが相当で弗るから、本件処分
時点における請求人と夫の状況は局長通知第1  - 1 -  ( 7) に該当せず、夫婦関係の
解体が明白になったものと判断される。　　　　　　　　　　　　≒　　　犬
これに対し、レ処分庁は、請求人の現住居が夫の住居から比較的近くにあること、

別居後も度々夫宅に戻ったり電話番号を教えるな･どして交流があること及び夫は離婚
に応じる気持ちはないことから、請求人と夫の婚姻関係がまだ破綻していないと主張
する。しかしながら、請求人と夫双方の住居が同一敷地に隣接し、電気、水道等め日
常生活用設備を共用している事実があるのならともかく、単に比較的近距離にあるこ
と自体が住居の同一性、生計の同一性についての判断を左右するものとならないこと
は明白である。また、前記（１）の認定事実力及びキのとおり、夫宅への出入り等の
交流は認められることから、その時点において√請求人がいずれ夫の元に帰来するこ
とがある程度期待されたかどうか、ひいては夫婦関係の解体が明白であったかどうか
の判断を左右するごとはあり得るか、これらはいずれも平成２３年８月に請求人が離
婚の意思を明示する以前に認められた事実であり、請求人が離婚の意思を明示した後
にこれと同様の状況を示す事実は認められない。さらに、夫婦の一方が離婚の意思を
明示し、他の要素も勘案して臾婦関係の解体が明白であると判断される場合は、相手
方に離婚の意思がなくとも世帯を異にすると判断されるのであり、丁夫が離婚に応ず
る気持ちがない限り、决婦関係の解体が明白でない」と判断されるものではない。し
たがって、処分庁の上記主張はいずれも採用することができない。
なお、前記（１）の認定事実工のとおり、本件審判を受け、夫は請求人に対し、婚
姻費用分担金の支払を行っていることが認められるが、前記（１）の認定事実セのと
おり、処分庁は本件処分において、当該事実を婚姻が継続されている状態であるとす.I
る根拠の１つとし、請求人と夫が同一世帯に鷏していると判断していることがら、と
の点についても判断する。　　∧
夫婦の¬・方が他方へ生活費を請求する場合、=民法第７６０条の規定による婚姻費用
分担義務又は同法第７５２条の規定による扶助義務（夫婦間の扶養義務）を根拠とし
て行われるがノこの両義務については、いずれも生活保持義務であり、両者は概念的
には異なるとしても、原則と｡して本質的には異なるものではないとされている。また、
家事審判手続上、前者は家事審判法（昭和’22年法律第１ ５ ２号）第９条第１項乙類
３号審判、後者は１号審判の対象とされているが、夫婦の一方が他方に対して行う生
活費の請求に関しては、専ら婚姻費用分担審判により処理されているのが実情である。
そして、婚姻費用の分担は本来、夫婦が健全な婚姻共同生活を維持し七いる･ことを前
提とするIものであるが。婚姻が事実よ破綻した状態で別居する夫婦間においても、婚
姻費用分担請求の申立ては許されるとされている。　　ヶ
さらに、卜本件審判は平成２２年３月に行われたものであり、それから既に１年半近

くか経過し、前述のとおり懼求人と夫の別居期随が長期ｲ匕するなど夫婦関係をとりま
く状況が変化していることも合わせて鑑みれば、当該事実をも二って請求人と夫に係る
夫婦としての親族関係の濃密性を積極的に評価することはできない。＼したがうて、当
該事実は、請求人と夫を同一世帯として認定する決定的な要素とはならない。
以上のとおり、本件処分時点において、請求人と夫は既に夫婦関係の解体が明白で
あると判断され、当該判断を左右する事実も認められないから√請求人を単身世帯と
して保護の要否を判断すべきとごろ、処分庁は誚求人と夫は同一世帯に属すると判断



し七本件処分を行っているから、本件処分は不当と言わざるを得ない。

（ ３ ） 結 論　　　　　　　　　 卜　　　 ∧　　　　　 ＼　　　　　 づ　 ‥　　 ＼

｜　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　.　　　　I 丶　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　●前 記 （ ２ ） の と お り 、 本 件 処 分 は 不 当 で あ り 、 本 件 審 査 請 求 に つ い て は 理 由 が あ る

と 認 め ら･れ る か ら 、 そ の 余 を 判 断 す る ま で も な く 、 本 件 処 分 は 取 消 し を 免 れ な い 。 よ

っ て √ 行 政 不 服 審 査 法 （昭 和 ３ ７年 法 律 第1 万60 号 ） 第 ４ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

主 文 の と お り 裁 決 す る 。　　　　　　 二　　　　　　　　　　　　　 ：　　　　　 ＼

（教　示）゙ 　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　ト
この裁決に不服があるときは、この裁決があったこと･を知った日の翌日から起算して３０

厂日以内に厚生労働大臣に再審査請求をすることができる。　　　　　　 …　……
また、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、この裁決の前

提となる本件処分について、処分の取消しの訴えを処分庁を被告として提起することができ
る6 なお、この裁決の取消しの訴えを宮崎県を被告として（被告の代表者は宮崎県知事とな
る。）提起することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　･。


